
厚生労働大臣の定める掲示事項

１．入院基本料に関する事項

（１）当院は、「一般病棟入院基本料（急性期病院Ａ一般入院基本料）」の届出を関東信越厚生局に行っています。

（２）当院では、入院患者さん７人に対して１人以上の看護職員で看護を行っております。

（３）当院では、患者さん負担による付き添い看護は行っておりません。

２．入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化について

当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、７日以内に文書によりお渡ししております。

また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準を満たしており

ます。

３．ＤＰＣ対象病院について

当院は、入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する「ＤＰＣ対象病院」となっております。

医療機関別係数 1.6329 （基礎係数 1.0769＋機能評価係数Ⅰ 0.4253＋機能評価係数Ⅱ 0.1042＋救急補正係数 0.0265）
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４．入院時食事療養について

当院は、入院時食事療養費（Ⅰ）について関東信越厚生局へ届出を行い、患者さんへ食事を提供しております。

管理栄養士によって管理された食事を適時（夕食については午後６時以降）、適温で提供しております。

５．明細書発行状況に関する事項

医療の透明化や患者さんへの状況提供を推進していく観点から、領収書発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。

明細書には薬剤の名称や行った検査の名称が記載されます。ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付も含めて、明細書の交付を希望し

ない場合は、事前に「会計窓口」にてその旨お申し出下さい。
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